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◇◇◇ アイネス消費生活情報 No.211 2019.6.21 ◇◇◇ 

               消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター） 

  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■アイネス夏休み講座のお知らせ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

アイネスでは、消費者の方が自主的かつ合理的に行動できるよう、ライフステージに応じ

た消費者教育を行っています。その一環として、小学生を対象に日々のくらしに関わる教材

を使い、楽しく学べる講座を開催します。夏休みの自由研究にもぴったりの講座です。保護

者の方と一緒に、ご家族で楽しく学んでみませんか。 

詳しい内容については下記ホームページをご覧いただき、注意事項等ご確認ください。 

http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/natuyasumikouza.html 

 

▼イベント内容 

 

☆【ワークショップ】場所：アイネス 大分市東春日町１の１ 

◆７月２３日（火）「LED ライトをつくろう！」（小学３～６年生）※材料費800円が必

要です。 

◆７月２４日（水）「電気をつくるしくみを知ろう！」（小学４～６年生） 

◆７月２６日（金）「世界に一つだけの乾電池を作ろう！」（小学３～６年生） 

◆７月３０日（火）「冷蔵庫をのぞいてみよう！」（小学４～６年生）※豚肉アレルギーの

方は試食をご遠慮ください。 

◆８月２０日（火）「貯金箱を作ろう！」（小学１～６年生）※犬、猫のアレルギーの方は

お知らせください。 

 

☆【施設見学】場所：おおいた動物愛護センター 大分市廻栖野3231番地47 

◆８月１日（木）「おおいた動物愛護センターを見学しよう！」（小学１～６年生） 

※現地集合、見学終了後現地解散となります。 

 

注意事項 

①安全面や実施内容から、対象学年以外のお子様の参加・帯同はご遠慮いただいています。 

②未就学児の方は参加・入室できませんので、ご了承ください。 １歳以上６歳までの未就

学児のお子様については、事前のお申し込みによりお預かりします（先着５名まで）。事前

にお問い合わせください。 

③申込開始時間は６月２０日(木）１２時です。申込者が多数の場合、先着順となります。定

員に達した場合は、予告なく申込を停止しますので、ご了承ください。なお、複数の講座を

お申し込みの場合、より多くの方に参加していただけるよう、調整させていただく場合があ

ります。 

④講座開始前に受付をしますので、開始時間の１５分前までの来場をお願いします。 
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 （8/20開催の「貯金箱を作ろう！」を除く。） 

⑤キャンセルされる場合は、必ず事前にご連絡ください。 

⑥広報を目的として、写真や映像を撮影させていただきます。  

⑦「動物愛護センター見学」は動物愛護センター（大分市廻栖野3231-47）現地集合、現

地解散です。 

 

お申し込みはこちらの申込受付フォームからお願いいたします。 

https://www.egov-oita.pref.oita.jp/Gxdi4mQj 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス） 

   〒870-0037  大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内） 

     TEL：097(534)4034   FAX：097(534)0684 

     ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/ 

     E-mail：a13040@pref.oita.lg.jp 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガバックナンバー（これまでの配信内容は、こちらからご覧ください） 

      http://cms.ncsv.pref.oita.jp/site/seihinanzen/mailmaga.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ Facebook で暮らしに役立つ最新情報を発信しています！ 

 ★ Facebook に登録していなくても、見ることができます。 

                 https://www.facebook.com/oita.iness 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【消費生活に関するご相談は･･･】 

☆ 市町村の消費生活相談窓口  

  県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。 

  次の消費者ホットラインは、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口をご案内しま

す。お気軽にご相談下さい。 

  《 消費者ホットライン：１８８ 》 

  

☆ 大分県の消費生活相談窓口   ※メールやファックスでは受付しておりません。 

 ◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０ 



 - 3 -

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

  

 ◇ 消費生活特別相談 

  ・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００ 

  ・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９ 

  

 ◇ 食品表示１１０番（不審な食品表示に関する情報、食品表示に関する質問など） 

  ・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１６：３０ 

  ・ 相談電話：０９７－５３６－５０００ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

☆ メルマガ登録者を募集しています！ 

  配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、 

下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。（配信停止も同様） 

  ○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp  （メルマガ専用アドレス） 


